
平成15 年1 月 14 日 
 

各 位 
                           みずほ信託銀行株式会社 

代表取締役社長 津田 弘通 

                            

資産管理サービス信託銀行の株式会社みずほフィナンシャルグループ 

の子会社化に関する契約の締結について 

掲題について、以下の通りお知らせいたします。 

１． 本日、みずほ信託銀行株式会社（社長 津田弘通）は、株式会社みずほフィナン

シャルグループ（社長 前田晃伸）との間で、資産管理サービス信託銀行株式会
社（社長 小寺正之）を株式会社みずほフィナンシャルグループの子会社とする

内容の契約を締結しましたのでお知らせいたします。 

２． この契約により、資産管理サービス信託銀行株式会社はみずほ信託銀行の子会社では

なくなりますが、みずほフィナンシャルグループにおける同じ信託部門を担う銀行と
して、また、弊社受託の各種信託財産の管理業務における再信託契約銀行として、従

来どおり緊密な連携を取りつつ運営を行ってまいります。 
＊本件については、株主総会の承認ならびに関係当局の認可等が前提となります。 

以 上 
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